
農中信託銀行の遺言信託代理店として
「遺言信託」を取扱い。次世代への承継のために

❶ 後継者など跡取りの方に多く相続させたい方
❷ 相続争いを未然に防ぎ、円滑に遺産分割を済ませたい方
❸ お借入れのある方、土地など財産が多い方
❹ 配偶者が安心して老後を過ごせるようにしたい方
❺ お子様のいらっしゃらないご夫婦
❻ 未婚の方
❼ 相続人以外の方にも財産を贈りたい方
❽ 社会に役立つよう公的機関等に寄付したい方

遺言書は本店 6 階の山形公証役場で公正証書遺言を作成し、
農中信託銀行で正本と謄本を保管いたします。
遺言書の作成、保管には所定の手数料がかかります。
身分に関する事項はお受けできません。

JA山形市の

組合員・利用者の皆さまにとっての大きな悩み事
の一つは次世代への承継対策と言われています。
皆様のご希望を叶えるには、単に気持ちを表すだ
けでなく、複雑な法律や納税などについても対応
を考慮する必要があります。
相続について確かな知識と経験を持つ JA山形市
と連携し、農中信託銀行が遺言書の作成に関する

アドバイスからその保管やお引渡しまで責任を
持ってお引き受けいたします。
皆様の想いを実現するため、ひいては次世代の方々
のためにも、「相続遺言相談」をご活用ください。
※農中信託銀行は、農林中央金庫10 0％出資の信託銀行です。
※代理店が行う遺言信託代理業務は契約締結の媒介です。
※非対面によるWEBでの対応も可能です。（農協職員立会）

次のような方々に、遺言がお役に立ちます
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